
寒 川 町 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 新 旧 対 照 表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

第 3号様式（第 20条関係）  

別紙のとおり  

第 3号様式の 2（第 20条関係）  

別紙のとおり  

～略～  

第 8号様式（第 25条関係）  

別紙のとおり  

～略～  

第 3号様式（第 20条関係）  

別紙のとおり  

第 3号様式の 2（第 20条関係）  

別紙のとおり  

～略～  

第 8号様式（第 25条関係）  

別紙のとおり  

～略～  

 附  則  

（施行期日）  

 1 この規則は 、公布の日から施行する。  

（残存用紙の使用 ）  

2 この規則の施行前に、この規則による

改正前の寒川町障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法

律施行細則の 規定により既に調製され

た様式で用紙が現に残存するものに限

り、所要の調整をし、当分の間使用す

ることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行  

第 3号様式（第 20条関係）  

 

 



 

 

  



改正案  

第 3号様式（第 20条関係）  

 

 



 

 

  



現行  

第 3号様式の 2（第 20条関係）  

 

 



 

 

  



改正案  

第 3号様式の 2（第 20条関係）  

 

 



 

 

  



現行  

第 8号様式（第 25条関係）  

 

  



改正案  

第 8号様式（第 25条関係）  

 

 

 


